
医療機関の具体的対応方針の協議について

令和５年(2023年)８月 熊本県菊池保健所
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○ 地域医療構想は、都道府県が構想区域（原則、二次医療圏）単位で策定。
よって、将来の医療需要や病床の必要量についても、国が示す方法に基づき、都道府県が推計。

○ 医療機能（高度急性期機能・急性期機能・回復期機能・慢性期機能）ごとに、医療需要（１日
当たりの入院患者延べ数）を算出し、それを病床稼働率で割り戻して、病床の必要量を推計。

○ 推計に当たり、できる限り、患者の状態や診療の実態を勘案できるよう、NDB（ナショナルデータ
ベース）のレセプトデータやDPCデータを分析する。

○ 具体的には、患者に対して行われた診療行為を、診療報酬の出来高点数で換算した値（医
療資源投入量）の多寡を見ていく。

○ その他、推計に当たっては、入院受療率等の地域差や患者の流出入を考慮の対象とする。

２０２５年の医療需要及び各医療機能の必要量の推計の基本的考え方

医療機能 ２０２５年の医療需要

高度急性期機能 ○○○○人／日

急性期機能 □□□□人／日

回復期機能 △△△△人／日

慢性期機能 ▽▽▽▽人／日

２０２５年の病床数の必要量

●●●●床

■■■■床

▲▲▲▲床

▼▼▼▼床

病床稼働率で割り戻
して、病床数に変換

都道府県
が構想区
域ごとに
推計

・高度急性期75% ・急性期78%
・回復期90% ・慢性期92%

3



○ 都道府県は、以下の医療機関に対し、地域医療構想調整会議へ出席し、必要な説明を行うよう求めること。

・病床が全て稼働していない病棟を有する医療機関 ・新たな病床を整備する予定の医療機関

・開設者を変更する医療機関

第30条の14 都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域ごとに、診療に関する学識経験者の
団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画にお
いて定める将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項に
ついて協議を行うものとする。

２ 関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力す
るよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなけ
ればならない。

地域医療構想調整会議について

医療法の規定

○ 都道府県は、毎年度、地域医療構想調整会議において合意した具体的対応方針をとりまとめること。

具体的対応方針のとりまとめには、以下の内容を含むこと。
① 2025年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割
② 2025年に持つべき医療機能ごとの病床数

○ 公立病院、公的医療機関等は、「新公立病院改革プラン」「公的医療機関等２０２５プラン」を策定し、平成29年度中に
協議すること。

○ その他の医療機関のうち、担うべき役割を大きく変更する病院などは、今後の事業計画を策定し、速やかに協議する
こと。

○ 上記以外の医療機関は、遅くとも平成30年度末までに協議すること。

【個別の医療機関ごとの具体的対応方針の決定への対応】

【その他】

地域医療構想調整会議の協議事項
「地域医療構想の進め方について」（平成30年2月7日付け医政地発0207第1号
厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）より

第１８回地域医療構想に関するWG
（平成３１年１月３０日） 資料３

4



熊本県における地域医療構想の進め方について③
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○ 今般、令和4年3月24日付け厚生労働省医政局長通知において、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大により病床の機能分化・連携等の重要性が認識されたことや、医師の時間外労働の上限規
制を遵守しながら、同時に地域の医療提供体制の維持・確保を行うためには、地域全体での質が
高く効率的で持続可能な医療提供体制の確保を図る取組みを進めることが重要であることに追加
的に留意し、2022年度(令和4年度)及び2023年度(令和5年度)において具体的対応方針の策定や検
証・見直しを行うこととされた。

○ これまで公立・公的・民間医療機関においては、2025年を見据え、構想区域において担うべき
医療機関としての役割や、医療機能ごとの病床数を含んだ具体的対応方針を検討いただき、
それぞれの地域調整会議で協議・合意いただいてきたところ。

○ 本県では、まず、「公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証（令和元年度）」の対象
となった医療機関※1の具体的対応方針の検証を引き続き進め、地域調整会議で協議する。

※1：協議未了の熊本市立植木病院、宇城市民病院、国立病院機構熊本南病院、小国公立病院

○ 上記以外の公立・公的医療機関、民間病院及び有床診療所については、追加的に示された留意事
項を踏まえ具体的対応方針の検証（公立病院は「公立病院経営強化プラン」の策定）に着手する。
検証後、平成30年度以降実施してきた協議の進め方※2に沿って、地域調整会議において決定する
協議方法・協議順序に基づき、令和5年度にかけて順次協議を行う。

※2：「政策医療を担う中心的な医療機関等」は統一様式により、その他の民間病院及び有床診療所については、地域調整
会議で決定する方法（病床機能報告結果を一覧にした資料により一括して協議する等）により協議する。

令和４年度の具体的な取組み

第６回熊本県地域医療構想調整会議
（令和４年６月２日）資料１
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区分 政策医療を担う中心的な
医療機関等

その他の病院及び有床診療所

協議
方法

個別説明（「統一様式」） 地域調整会議で決定する方法
⇒ 一覧を用いて一括して協議

時期 令和４～５年度 令和５年度

項目 医療機関や構想区域の現状と
課題

地域において今後担うべき役割
新興感染症への対応
医師の働き方改革を踏まえた
医療従事者の確保対策

病床機能ごとの推移(現状、2025年)

診療科の推移
病床稼働率や紹介率・逆紹介率

(数値目標)

地域において今後担うべき役割
新興感染症への対応
医師の働き方改革を踏まえた

医療従事者の確保対策
病床機能ごとの推移(現状、2025年※)

＝病床機能報告を活用
※ 病床機能報告では任意であるため、

必要に応じて聞き取り等

その他地域調整会議が必要と
認める項目

菊池地域医療構想調整会議の協議方法

○ 従前の「統一様式」及び一覧等に、新たな留意事項を追加で記載したうえで、再検証する。

第９回菊池地域医療構想調整会議
（令和４年１２月６日）資料１
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菊池地域医療構想調整会議の協議順序

令和４年度 令和５年度

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

２月頃
第２回
会議

２月ごろ
第３回
会議

６～７月
第１回
会議

10～11月
第２回
会議

地
域
調
整
会
議

12/6
第１回
会議

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

②① ③～④ ④～⑤

① 政策医療を担う中心的な医療機関
・熊本再春医療センター ・菊池病院

② 政策医療を担う中心的な医療機関
・菊池中央病院 ・川口病院 ・熊本セントラル病院

③ 政策医療を担う中心的な医療機関
・熊本リハビリテーション病院 ・菊陽台病院 ・菊池郡市医師会立病院

④ 政策医療を担う中心的な医療機関
・岸病院

⑤ 有床診療所

〇政策医療を担う中心的な医療機関は、統一様式を用いて協議する。
〇有床診療所の協議は、病床機能報告等を活用した一覧を用いて一括協議する。

第９回菊池地域医療構想調整会議
（令和４年１２月６日）資料１


